
　電子成果品作成費の計算式について、「概
略設計、予備設計または詳細設計の式」と
「その他設計」どちらで計上しておりますで
しょうか。

　電子成果品作成費はその他の設計業務の計
算式により算出しています。

　本業務の積算基準については令和６年度積
算基準に基づくものでしょうか。

　本業務の積算基準は令和６年度積算基準に
基づくものです。
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